
国 不 籍 第 １ ４ ４ 号

令 和 ３ 年 ６ 月 ９ 日

都道府県地籍調査担当部局長 殿

国土交通省不動産・建設経済局

地籍整備課長

（公印省略）

街区境界調査成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領

について（通知）

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２１条の２第５項の規定によ

る街区境界調査成果の認証の請求又は同条第６項において読み替えて準用す

る同法第１９条第３項の規定による街区境界調査成果の認証の承認申請に当

たっては、国土調査事業事務取扱要領（昭和４７年５月１日付け経企土第２

８号経済企画庁総合開発局長通達）第３３において、認証請求書又は承認申

請書に関係書類を添付するものとされているところ、今般、当該関係書類の

作成要領を作成しましたので、御了知の上、この旨貴管下部局及び関係市区

町村等への周知方よろしくお願いします。
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街区境界調査成果の認証の請求又は認証の承認申請に係る書類の作成要領

１ 添付書類の作成

国土調査法（昭和２６年法律第１８０号。以下「法」という。）第２１条の２

第５項の規定による街区境界調査成果の認証の請求又は同条第６項において読み

替えて準用する同法第１９条第３項の規定による街区境界調査成果の認証の承認

申請に当たっては、認証請求書又は承認申請書（以下「認証請求書等」という。）

のほか、次に掲げる添付書類を作成するものとする。

また、認証請求書等の「添付書類」の項目には、次に掲げる添付書類の名称を

記載するものとし、これ以外の資料を添付する場合は、認証請求書等に「その他

参考資料」として項目を追記するものとする。

ア 街区境界調査工程検査成績表

イ 誤り等申し出件数・筆数調書

ウ 不協力地調書

エ 所在不明所有者等調書

オ 協議実施結果報告書

カ 地籍図根三角点網図

キ 地籍図根三角測量精度管理表

ク 地籍図根多角点網図

ケ 地籍図根多角測量精度管理表

コ 街区境界調査図一覧図

サ 認証請求区域図又は承認申請区域図

シ 認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書

２ 添付資料の作成要領

各添付資料の作成については、次に掲げる様式及び記載要領によるものとする。

また、用紙の大きさは、原則として日本産業規格Ａ４(以下「Ａ４サイズ」と

いう。)とする。ただし、街区境界調査図一覧図等の図面の大きさについては、

管理に適した大きさで作成することができる。

(1) 街区境界調査工程検査成績表

地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成１４年３月１４日付け国土国第５

９１号国土交通省土地・水資源局長通知）に基づき作成する街区境界調査工程

検査成績表とする。

(2) 誤り等申し出件数・筆数調書
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誤り等申し出件数・筆数調書は、別記様式第１号により作成するものとする。

(3) 不協力地調書

不協力地調書は、別記様式第２号により作成するものとする。

(4) 所在不明所有者等調書

所在不明所有者等調書は、別記様式第３号により作成するものとする。

(5) 協議実施結果報告書

協議実施結果報告書は、別記様式第４号により作成するものとする。

(6) 地籍図根三角点網図

地籍図根三角点網図の記号等は、次のとおり着色するものとする。

・基本三角点・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青

・四等三角点、既設の地籍図根三角点・・・・・・・・・緑

・新設の地籍図根三角点・・・・・・・・・・・・・・・赤

・路線の辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤

(7) 地籍図根多角点網図

地籍図根多角点網図の記号等は、次のとおり着色するものとする。

・一次路線の辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・赤

・二次路線の辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・青

・既設路線の辺・・・・・・・・・・・・・・・・・・・橙

(8) 街区境界調査図一覧図

街区境界調査図一覧図における認証請求区域又は認証申請区域の外周の図

郭線は、赤色に着色するものとする。

(9) 認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書

認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書は、別記様式第５

号により作成するものとする。

(10)認証請求区域図又は承認申請区域図

認証請求区域図又は承認申請区域図は、国土地理院発行の地形図又はこれに

準ずる地形図を使用し、次の事項を記載して作成するものとする。ただし、市

町村全域を表示した地形図では区域の概況の判別が困難な場合は、区域の概況

の判別が可能となる明細図（縮尺任意）を併せて添付するものとする。

・申請市町村の境界線

・・・・・青色又は黒色で着色する。

・認証請求又は承認申請の区域

・・・・・橙色の線で描く。

・申請市町村内の認証済の区域

・・・・・紫色の線で描く。

・認証請求又は承認申請に係る地籍図根測量の区域が一筆地調査の区域を
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大きく越える場合における、当該地籍図根測量の区域から当該一筆地調査

の区域を除いた区域

・・・・・黄色の線で描き、注記をつける。

・市町村内区画線

・・・・・１／５，０００図郭線を書き、座標値を記載する。

・地籍図根測量等に使用した基準点の位置

・・・・・緑色の△の記号で図示する（記号の寸法は３㎜程度とす

る。）。
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（別記記載例）

認証請求区域図又は承認申請区域図

三 本 松

0 0 00 0 0

. . .0 0 00 0 0

+ + + 今回認証申請地域+000.00
A B

△
△

橙色
認証済区域

同時期に認証申請する他の地域
+000.00

C D △ 橙色

△
+000.00

E F G H J K 青色

緑色
又は黒色

+000.00
L M N P Q R

S T U V W Z
（三本松市）

A' B' C' D' E' F'

紫色
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(様式第１号)

誤り等申し出件数・筆数調書

地 区 名 県 郡 町

単位区域名

処 理 概 要
申 出 事 項 申出件数・筆数

訂 正 不 訂 正 街区境界 摘 要

未定

件 件 件 件

街 区 境 界

筆 筆 筆 筆

件 件 件

住 所 ・ 所 在

筆 筆 筆

件 件 件

氏 名 ・ 名 称

筆 筆 筆

件 件 件

そ の 他

筆 筆 筆

件 件 件

合 計

筆 筆 筆
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（記載要領）

法第２１条の２第３項に基づく閲覧の際、誤り等がある旨の申出のあっ

た件数及び申出に関連する筆数を記載する。

(1) 「地区名」欄及び「単位区域名」欄は、法第２１条の２第３項の閲覧

に関する公告の日を基準として記載する。

(2) 「申出件数・筆数」欄には、閲覧者からの申出件数及び筆数を記載す

る。なお、１件で複数の申出があった場合には、各申出事項毎に振り分

けて記載する。

(3) 「処理概要」欄には、申出件数及び筆数に対応した訂正又は不訂正の

件数及び筆数を記載する。なお、街区境界未定欄には、街区境界に関す

る誤り等申出により、その処理を街区境界未定とした件数及び筆数を訂

正欄の内数として記載する。

(4) 申出がなかった場合は、「合計」欄に「０件０筆」と記載するか、適宜

の部分に「該当なし」と記載するものとする。

(5) 「摘要」欄には、申出件数の多いものの主な理由等を記載する。
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（様式第２号）

不協力地調書

都道府県

○○市町村

（土地改良区）

１．調査地域

２．調査期間

３．不協力地の総筆数 筆

（全体に対する割合 ％）

【内数】

準則第２３条の規定に基づく現地調査を行ったものの、不立会であった筆数

筆

準則第２３条の２第１項第１号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

不応答であった筆数

筆

準則第２３条の２第１項第２号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

集会場等に不参集であった筆数

筆

４．不協力地の所有者の総数 人

（全体に対する割合 ％）

【内数】

準則第２３条の規定に基づく現地調査を行ったものの、不立会であった人数

人

準則第２３条の２第１項第１号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

不応答であった人数

人

準則第２３条の２第１項第２号の規定に基づく図面等調査を行ったものの、

集会場等に不参集であった人数

人

備 考



- 2 -

（記載要領）

本調書は、準則第２０条第１項の規定に基づき調査への立会いをすべき旨

を通知したものの不立会であった土地又は同条第２項及び第３項の規定に基

づき報告又は資料の提出をすべき旨を通知し、準則第２３条の２第１項各号

に規定する方法により調査を行おうとしたものの協力を得られなかった土地

について記載を行うものとする。

１ 「調査地域」は、認証請求又は承認申請区域内に含まれる単位区域名を

記載する。

２ 「調査期間」は、認証請求又は承認申請区域内における現地調査又は図

面等調査を行った期間とする。

３ 「不協力地の総筆数」及び「４．不協力地の所有者の総数」は、登記記

録上の筆数及び所有者を基準として計上する。

なお、準則第２３条の規定に基づく現地調査を行ったものの不立会で

あったもの、準則第２３条の２第１項第１号の規定に基づく図面等調査

を行ったものの不応答であったもの、及び同項第２号の規定に基づく図

面等調査を行ったものの集会所等に不参集であったものの筆数及び人数

を内数として記載する。

４ 備考欄は、不協力地ごとに、街区境界確認又は街区境界未定の別及びそ

の筆数並びに街区境界確認の処理をしたものについてはどのような方法

により街区境界を確認したのか等を簡潔に記載する。

５ 各欄の記載に当たっては、一筆地調査の調査完了日を基準とする。
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（様式第３号）

所在不明所有者等調書

都道府県

○○市町村

土地改良区

１．調査地域

２．調査期間

３．所在不明所有者等の総数

４．所在不明所有者等に係る土地の総筆数（調査前の総筆数に対する割合％）

５．所在不明所有者等一覧表［（注）所有者とその他の利害関係人と別の表にまとめる。］

氏 名 登記簿上の住所 関係する土地の 所在不明の理由 準則第30条 準則第30条

名 称 所在及び地番 第3項の適用 第4項の適用

１

２

３

４

５
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（記載要領）

本調書は、所在が明らかとならなかった所有者等の氏名又は名称、当該者

の登記簿上の住所及び係する土地の所在及び地番等について記載する。

１ 「１．調査地域」は、認証請求又は承認申請の区域に含まれる単位区域

名を記載する。

２ 「２．調査期間」は、法第７条による公示の際の調査期間を記載する。

３ 「所在不明の理由」欄は、その者の現住所の調査のため行った方法を記

載する。

４ 「準則３０条第３項の適用」欄は、準則第３０条第３項を適用して調

査を実施した場合に「○」を記載する。

５ 「準則３０条第４項の適用」欄は、準則第３０条第４項を適用して調

査を実施した場合に「○」を記載する。
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(様式第４号)

協議実施結果報告書

協議実施結果報告書

都道府県

○○市町村

（土地改良区）

１．調査地域

２．協議日時及び場所

３．協議相手

４．結果及びその理由

適 ・ 否

（理由）

５．協議を行った土地の表示

(1) 所在・地番

(2) 所有者の住所・氏名又は名称

６．添付資料

※現地復元性を有しない資料を基として協議を行った場合は、当該資料の名称だけで

備 考 なく、準則第３０条第４項を適用して調査を行った理由を備考欄に詳細に記載しなけれ

ばならない。
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（記載要領）

本調書は、「土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所

在がいずれも明らかでない場合における筆界の調査要領」（令和３年１月２９

日付け国不籍第４３５号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）

に基づき協議を行った筆ごとに作成するものである。

１ 調査地域は、認証請求又は承認申請の区域に含まれる単位区域名を記

載する。

２ 協議相手は、協議を実施した相手方の所属、役職名及び氏名等を記載

する。〔例 △△法務局□□支局表示登記専門官 ○○○○〕

３ 結果及びその理由は、協議の結果に従い「適」又は「否」を選択し、

その理由を記載する。

４ 添付資料については、筆界案のほか、協議の際に用いた資料の名称を

記載する。
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(様式第５号)

認証請求区域概況説明調書又は承認申請区域概況説明調書

番 地 区 都道府 市郡町 申請番号 単位区 区域の 調査 街区境界 街 区 認証済 調査済 誤り等 街区境界 街区境界
摘 要

号 コード 県 名 村 名 年 月 日 域 名 概 況 年度

精度 縮尺 調査図数 面 積 面 積 面 積 申出件数 未定件数 未定筆数

（面） (k㎡) (k㎡) (k㎡) (件) （件) （筆)
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（記載要領）

１ 本表は、同時期に認証請求又は承認申請を行う全ての区域を一括して

記載する。

２ 番号欄は、空欄とする。

３ 地区コード欄は、「国土調査事業事務取扱要領」（昭和４７年５月１日

付け経企士第２８号経済企画総合開発局長通達）に基づき、事業計画明細

書に記載した地区コード（西暦４桁＋都道府県番号２桁＋市町村番号３桁

＋当該単位区域を示すために定めた番号２桁の計１１桁）を記載する。

４ 事業主体が都道府県の場合には、市郡町村名欄に括弧書きでその旨を

記載する〔例（県営）○○郡○○町〕。

５ 申請番号及び年月日欄は、認証請求又は承認申請書の文書番号を記載

する。

６ 単位区域名欄は、認証請求又は承認申請区域内に含まれる単位区域の

名称を記載する。名称の数が多い場合には、代表的な単位区域名のみを記

載し、以下単位区域名の数を記載する〔例 大字山田○○街区ほか２区域〕。

７ 区域の概況欄は、申請区域の傾斜区分と、市街地、村落、農用地、林

野、山林等の区分を記載する。ただし、傾斜区分の記載に当たっては、そ

れぞれ平坦地（平坦）、緩傾斜地（緩傾）、中傾斜地（中傾）、急傾斜地（急

傾）、急峻地（急峻）と略語で記載するものとする〔例 緩傾・農用地〕。

なお、申請区域の平均傾斜度と傾斜区分については次のとおりとする。

平均傾斜度 傾斜区分

・０度以上３度未満…………………………平坦地

・３度以上９度未満…………………………緩傾斜地

・９度以上２０度未満………………………中傾斜地

・２０度以上３５度未満……………………急傾斜地

・３５度以上…………………………………急峻地

８ 調査年度は、認証請求又は承認申請区域の地籍調査開始年度と終了年

度を記載する。

９ 精度、縮尺、街区境界調査図数、街区面積及び認証済面積欄は、検査

成績表より移記する。

10 調査済面積は、当該市町村等のＧＨ工程まで完了した面積を記載する。

面積は、小数点以下第２位まで（小数点以下第３位切り捨て）とする。

11 摘要欄は、当該認証請求又は承認申請に関して特記すべき事項があれ

ば、その内容を記載する。

12 過去に街区境界調査を行った区域において、再調査を行った場合は、そ
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の旨を「摘要」欄に記載する。

また、再調査が認証請求区域又は承認申請区域の一部である場合は、そ

の面積がわかるように記載する。


